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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動発生器、特に土壌締め固め機の不平衡質量調整装置のための制御ユニットであって
、
　振動発生器における反対向きに回転する不平衡質量の相対位置を調節すべく油圧によっ
て調節できる調整シリンダと、前記調整シリンダを調節することによって前記振動発生器
の振動特性を調節する制御バルブとを備え、
　パルス幅変調信号に従って前記制御バルブを駆動して、前記パルス幅変調信号のパルス
・デューティ比に応じて前記不平衡質量の相対位置を調節し、前記制御ユニットを前記制
御バルブに接続し、
　前記パルス幅変調信号が第一のレベルにあるとき、前記調整シリンダを駆動して前記不
平衡質量の相対位置を第一の所定位置の方向に調節すると共に、前記パルス幅変調信号が
第二のレベルにあるとき、前記調整シリンダを駆動して前記不平衡質量の相対位置を第二
の所定位置の方向に調節するよう構成したことを特徴とする制御ユニット。
【請求項２】
　前記パルス幅変調信号が、一繰り返し周期のうちの第一の期間にわたって前記第一のレ
ベルをとり、第二の期間にわたって前記第二のレベルをとることを特徴とする請求項１に
記載の制御ユニット。
【請求項３】
　前記油圧システムが、前記調整シリンダに関して、パルス・デューティ比が５０％であ
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るとき、所定の一繰り返し周期の間に、前記調整シリンダが前記第一の位置と第二の位置
との間を完全に移動し得るよう構成されていることを特徴とする請求項２に記載の制御ユ
ニット。
【請求項４】
　前記油圧システムが、前記調整シリンダに関して、パルス・デューティ比が５０％とは
異なるとき、所定の一繰り返し周期の間に、前記調整シリンダが前記所定位置のうちの一
方の方向に少なくとも途中まで移動し得るよう構成されていることを特徴とする請求項２
又は３に記載の制御ユニット。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、前記パルス幅変調信号がユーザーの入力に応じて調節され得るよ
う構成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の制御ユニット。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の制御ユニットを備えた土壌締め固め機であって、
振動板を備え、該振動板が、前記不平衡質量の相対位置に応じて前方又は後方へ運動を生
じさせるよう、前記不平衡質量に接続されていることを特徴とする土壌締め固め機。
【請求項７】
　振動発生器、特に土壌締め固め機の不平衡質量調整装置を制御するための方法であって
、
　振動発生器における反対向きに回転する不平衡質量の相対位置が、振動発生器の振動挙
動を調節すべく選択され、前記不平衡質量の相対位置が、パルス幅変調信号に応じて制御
され、
　前記不平衡質量の相対位置が、前記パルス幅変調信号のパルス・デューティ比に応じて
調節され、
　前記不平衡質量の相対位置が、前記パルス幅変調信号が第一のレベルにあるとき第一の
所定位置の方向に調節され、前記不平衡質量の相対位置が、前記パルス幅変調信号が第二
のレベルにあるとき第二の所定位置の方向に調節されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記パルス幅変調信号が、一繰り返し周期のうちの第一の期間にわたって前記第一のレ
ベルをとり、第二の期間にわたって前記第二のレベルをとることを特徴とする請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記不平衡質量の相対位置が、パルス・デューティ比が５０％であるとき、所定の一繰
り返し周期の間に、前記第一の位置から前記第二の位置まで完全に変化することを特徴と
する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　パルス・デューティ比が５０％とは異なるとき、所定の一繰り返し周期の間に、前記相
対位置が、前記所定の位置のうちの一方の方向に少なくとも途中まで変化することを特徴
とする請求項８又は９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、振動発生器の不平衡質量調整装置のための制御ユニットに関し、特に土壌締
め固め機の移動方向を制御するための装置に関する。更に本発明は、振動発生器の不平衡
質量調整装置を制御するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　土壌締め固め機は、通常、垂直方向の衝撃によって土壌物質を圧縮すべく、或る周波数
で運動する振動板を備えている。この衝撃は、対向する一対の不平衡質量軸によって作り
出される振動板の垂直方向の振動によって生み出される。不平衡質量は反対の回転方向に
互いに同期して回転するので、振動の一方向に遠心力が生じる。したがって、不平衡質量
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間の位相をずらすことにより、振動の方向を、垂直方向から逸れた所望の方向へと調節す
ることができる。このとき、振動の垂直成分に加え、振動の水平成分が作り出される。こ
の振動の水平成分が、土壌締め固め機を前方又は後方へ移動させる。
【０００３】
　例えば、ＤＥ１０１，２１，３８３Ｃ２号明細書には、土壌締め固め機の振動発生器に
おける、不平衡質量調整装置のための制御ユニットが開示されている。これによれば、振
動発生器における不平衡質量の位相角を調整するために、調整シリンダが、切り替えバル
ブに接続された基準ピストンと共に使用されている。この切り替えバルブは、油圧オイル
源からの油の流れや、基準ピストンから油戻り流への油の排出を制御すべく機能する。土
壌締め固め機のユーザーは、切り替えバルブを電気的又は機械的に２つの位置の間で切り
替えて、調整シリンダを双方向に動かすことによって、土壌締め固め機の前方又は後方の
移動を選択することができる。移動方向を制御するこのようなユニットの欠点の１つは、
測定値を取り出す必要がある点にある。
【０００４】
　更に、ＤＥ１９９，１２，８１３Ｃ１号明細書にも、土壌締め固め機の移動方向を制御
するためのユニットが開示されている。このユニットは、可動の移動レバーを備えており
、このレバーの位置をセンサが検出して切り替えバルブを駆動するものである。この切り
替えバルブが振動発生装置の調整シリンダを制御して、シリンダを始点位置と終端位置と
の間で変位させる。この調整シリンダの位置に応じて、土壌締め固め機は前方又は逆向き
に移動する。この土壌締め固め機においても、調整シリンダが終端位置にあるときにもた
らされる遠心力によって決まるただ一つの前方又は後方移動のみを選択できる。しかしな
がら、移動の速度を制御されたやり方で調節することはできない。
【特許文献１】ＤＥ１０１，２１，３８３Ｃ２号明細書
【特許文献２】ＤＥ１９９，１２，８１３Ｃ１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、振動発生器の不平衡質量調整装置のための制御ユニットであって、移
動速度を、管理された態様で操ることができる制御ユニットを提供することである。本発
明の別の目的は、振動発生器の不平衡質量調整装置を制御するための方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明の装置は、パルス幅変調信号に従って制御バルブを
駆動して、不平衡質量の相対位置をパルス幅変調信号のパルス・デューティ比に応じて調
節する制御ユニットを提供するものである。
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明の方法は、振動発生器における反対向きに回転する
不平衡質量の相対位置を選定するものであって、この不平衡質量の相対位置を、パルス幅
変調信号に応じて制御することによって、振動発生器の振動特性を調節するものである。
【０００８】
　本発明の好ましい実施形態は、従属請求項に特徴づけられている。
【０００９】
　本発明の第一形態によれば、振動発生器の不平衡質量調整装置のために制御ユニットが
設けられる。この制御ユニットは、振動発生器において反対向きに回転する不平衡質量の
相対位置を調整すべく油圧で調節される調整シリンダを有している。制御バルブは、調整
シリンダを調節すべく設けられ、振動発生器の振動特性、特に振動発生器の振動の方向を
調節する。制御ユニットは、パルス幅変調信号に従って制御バルブを駆動すべく備えられ
、パルス幅変調信号のパルス・デューティ比に応じて不平衡質量の相対位置を調節する。
【００１０】
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　このようにして、振動発生器の調整シリンダの位置は、制御バルブの助けを借りて、管
理されたかたちで調整され、それによって、振動発生器の所望の振動挙動が達成される。
この制御バルブは、油圧流体を或る流量で流入及び流出させるものであり、調整シリンダ
をバルブの設定に応じたただ一つの方向にその方向の端部位置まで動かすのに適したもの
である。それゆえ、この制御バルブによって調整シリンダを連続的に動かすことはできな
い。本発明によれば、この制御バルブはパルス幅変調信号に応じて駆動される。パルス幅
変調信号は周期的であって、一繰り返し周期内に２つの状態すなわち第一の状態及び第二
の状態を有している。パルス・デューティ比は、一繰り返し周期に対する第一の状態にあ
る時間期間の比である。パルス幅変調信号が制御バルブを駆動するとき、第一の状態にあ
る間は、調整シリンダを第一の端部位置の方向に移動させ、第二の状態にある間は、調整
シリンダを第二の端部位置の方向に移動させる。調整シリンダは、各端部位置を即座にと
らず、或る時間期間にわたって端部位置に向かって進行する。所望の端部位置に向かって
移動中に、パルス幅変調信号の状態の変化に従って制御バルブの状態が変化すると、調整
シリンダも進行方向を変える。振動発生器の振動の方向は、常時変化している調整シリン
ダの位置の平均値によって定められる。
【００１１】
　パルス幅変調信号に従って制御バルブを切り替えることによって、一繰り返し周期の間
に調整シリンダを２つの位置の間で前後に動かすことができる。この結果、締め固め機の
移動速度は、調整シリンダの各位置における移動速度を平均することによって得られる。
したがって、振動の垂直方向に対する振動方向の傾きの有効角度を小さくすることによっ
て、調整シリンダの末端に対応する移動速度に比べて、この締め固め機の移動速度を遅く
することができる。
【００１２】
　制御ユニットは、制御バルブに接続され、パルス幅変調信号の第一のレベルに従って調
整シリンダを制御して、不平衡質量の相対位置を第一の所定の端部位置の方向に調節し、
パルス幅変調信号の第二のレベルに従って調整シリンダを駆動して、不平衡質量の相対位
置を第二の所定の端部位置の方向に調節する。
【００１３】
　詳細には、一繰り返し周期のうちの第一の時間期間にわたって第一のレベルをとり、第
二の時間期間にわたって第二のレベルをとるようパルス幅変調信号を供給することができ
る。これら第一及び第二の期間の合計が、パルス幅変調信号の一繰り返し周期に一致する
。
【００１４】
　好ましい実施形態では、制御バルブは、調整シリンダに関して、パルス幅変調信号のパ
ルス・デューティ比が５０％であるとき、調整シリンダが所定の一繰り返し周期の間に第
一の位置と第二の位置との間を完全に移動することができるよう構成されている。
【００１５】
　別の実施形態によれば、制御ユニットは、入力ユニットに接続され、ユーザーの入力に
応じてパルス幅変調信号を調節することができるよう構成されている。好ましくは、入力
ユニットは、振動発生器に接続され、その動作中にユーザーが入力ユニットを介して走行
速度を制御できるよう構成されている。
【００１６】
　本発明の別の態様によれば、独創的な制御による土壌締め固め機が提供される。不平衡
質量に接続された振動板は、不平衡質量の相対位置に応じて前方又は後方へ運動するよう
制御される。
【００１７】
　本発明の別の態様によれば、振動発生器の不平衡質量調整装置を制御する方法が提供さ
れる。振動発生器において反対向きに回転する不平衡質量の相対位置が選定され、それに
よって、振動発生器の振動特性が調節され得る。不平衡質量の相対位置は、パルス幅変調
信号に応じて制御される。特に、不平衡質量の相対位置は、パルス幅変調信号の関数とし
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て制御される。より詳しくは、不平衡質量の相対位置は、パルス幅変調信号のパルス・デ
ューティ比に応じてセットされる。
【００１８】
　不平衡質量の相対位置は、パルス幅変調信号が第一のレベルにあるとき第一の所定の端
部位置の方向に調節され、又不平衡質量の相対位置は、パルス幅変調信号の第二のレベル
にあるとき第二の所定の端部位置の方向に調節される。
【００１９】
　好ましい実施形態においては、不平衡質量の相対位置は、パルス・デューティ比が５０
％であるとき、所定の一繰り返し周期の間に第一の端部位置から第二の端部位置まで完全
に変化し得る。
【００２０】
　パルス・デューティ比が５０％とは異なるとき、相対位置は、所定の一周期の間、第一
のレベルにある第一の時間期間及び／又は第二のレベルにある第二の時間期間の間に端部
位置に到達することなく、所定の端部位置のうちの一方側の方向に、少なくとも途中まで
変化し得る。結果として、不平衡質量の相対位置は、一繰り返し周期の間に、一方の停止
位置から他方の停止位置の方向へ移動し、第一又は第二の期間の経過後に、その時点にお
いて到達した中途位置から停止位置へと戻る。このように、調整シリンダは、時間期間の
全体にわたって停止位置にあるわけではなく、従って、平均として見ると振動方向の傾き
の角度は、振動の垂直方向に小さくされている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の好ましい実施形態を、添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、振動発生器、特に振動板を備える土壌締め固め機について、前方又は後方移動
がどのようにして生じるかを概略的に示すものである。振動板は、互いの回転方向が逆で
ある回転不平衡質量２によって振動する。不平衡質量２の位相角の相互関係によって、不
平衡質量２の合成遠心力Ｆが生み出される。移動せず立ったまま振動しているとき、合成
遠心力Ｆは垂直方向に作用する。振動発生器が前方又は後方に移動する場合には、合成遠
心力Ｆが垂直方向に対してある角度に傾き、合成遠心力Ｆの垂直振動成分に加えて水平振
動成分が生じて、振動発生器が移動する。
【００２３】
　図１によれば、２つの不平衡質量軸１が、点で示されている不平衡質量２を備えて反対
向きに回転している。不平衡質量２は、互いに位相のずれた遠心力を生じるよう、不平衡
質量軸１上にオフセット角を有して配置されており、不平衡質量の相対位置の相互関係に
よって、合成遠心力Ｆが垂直に対していくぶんか傾斜する。
【００２４】
　図１は、不平衡質量２の様々な相対位置における合成遠心力を示す。不平衡質量２の相
対位置によって、合成遠心力を垂直に対して傾けることができ、合成遠心力の水平成分の
方向に運動が生じる。
【００２５】
　不平衡質量軸１は、装置に合わせて作られた力伝達手段によって、回転可能に固定され
かつ相互連結されており、回転方向及び位相割合が保証されている。例えばＤＥ１９９，
１２，８１３Ｃ１号明細書に詳細に記載されているように、不平衡質量軸１上の不平衡質
量２の相対位置は、調整シリンダによって調節され得る。
【００２６】
　振動発生器の移動の速度は、ピストンの位置を確実に制御することができないため、通
常は、ユーザーによって管理されたかたちで調節することができない。土壌締め固め機の
移動方向は、不平衡質量軸１の合成遠心力の傾き度合いによって決定され、移動の速度を
増すと振動の垂直方向の振幅が小さくなる。合成遠心力を最大に傾けた場合、残りの垂直
方向の振幅では、きわめて柔らかい基礎の上では、結果的に底板を持ち上げることができ
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ない。又振動板を持ち上げることができない場合、移動もできない。この状況において、
合成遠心力の傾き角を垂直振幅の方向に減らした場合、垂直振幅の成分が増加して、再び
移動できるようになる。
【００２７】
　図２～７は、土壌締め固め機の不平衡質量２の相対位置を調節するための油圧調整シリ
ンダ４の制御ユニットの様子を、連続する時刻ｔ０～ｔ５において概略的に示すものであ
る。ピストン３の調節によって、機械が前方又は逆方向に移動する。分かりやすくするた
め、調整シリンダ４と不平衡質量軸１及び不平衡質量２とを接続している機構については
、ここでは示さない。調整シリンダ４は、油の体積流を供給する調節ポンプ６を備えた開
放型の油循環路中に位置しており、切替弁として設計されている制御バルブ５を介して制
御される。調節ポンプ６は、タンク８から供給流７を受け取り、又戻り流９はタンク８に
戻る。体積流は、可能な限り均質かつ一定である。
【００２８】
　制御バルブ５が図２～４に示す第一の切り替え位置にあるとき、ピストン３のピストン
棒１１と反対側を向いた面に、供給流７が作用する。ピストン棒１１を有する側は、戻り
流９に接続されている。したがって、ピストン３は、図２に示す第一の端部停止位置（始
点位置）から離れ、図４に示す第二の端部停止位置まで変位する。図５～７に示す第二の
切り替え位置においては、接続が入れ替わって、ピストン３は第二の端部停止位置から移
動して始点位置に戻る。
【００２９】
　図２～７に示したピストン位置について、第一の時間経過図が図８に示されている。図
８は、ピストンの経路を、パルス／休止比が５０％であるパルス幅変調信号（ＰＷＭ信号
）に応じて示している。図９は、パルス／休止比が８０％である場合についての第二の時
間経過図である。
【００３０】
　制御バルブ５は、制御ユニット１０の制御信号で駆動されており、制御信号が第一のレ
ベルにあるとき第一の切り替え位置に調節され、制御信号が第二のレベルにあるとき第二
の切り替え位置に調節される。
【００３１】
　制御ユニット１０は入力装置に接続されており、土壌締め固め機の運転者は、所望の移
動運動を連続的に、又は所定の設定値に従って数段階に調節することができる。
【００３２】
　制御ユニット１０は、プリセット値から、制御バルブ５に適用され得るパルス幅変調信
号を生成する。パルス幅変調信号は周期的であり、第一の期間の間は第一の信号レベルに
あり、第二の期間の間は第二の信号レベルにある。第一及び第二の期間の和が、一繰り返
し周期に一致する。パルス・デューティ比は、第一の信号レベルの継続期間と一繰り返し
周期との間の比を示し、パルス／休止比は、第一の継続期間対第二の継続期間の比率を示
す。
【００３３】
　パルス幅変調信号は、制御バルブ５を駆動する役割を果しており、これにより、調整シ
リンダ４のピストンは前後に移動する。
【００３４】
　パルス幅変調信号の繰り返し周期は、好ましくは、パルス・デューティ比が５０％であ
るときに、第一の信号レベルがピストンを第二の端部位置から第一の端部位置まで完全に
動かすのに十分な程度のものに選ばれる。例えば、繰り返し周期は、０．５～２秒の間で
あってよく、好ましくは１秒である。繰り返し周期について、別の値も可能である。
【００３５】
　図８に示すように、油圧システムは、パルス・デューティ比（パルス／休止比）が５０
％であるとき、調整シリンダ４のピストンが、第一及び第二の端部位置の間を行きつ戻り
つ移動するよう構成されている。このときは、合成遠心力の水平成分が平均として見ると



(7) JP 4287828 B2 2009.7.1

10

20

30

40

互いに相殺され、結果として移動が生じないため、移動なしの振動に相当する。
【００３６】
　時刻ｔ０において、後方開始位置からピストン３の前方移動が開始する（図２）。時刻
ｔ１において、ピストンは前方移動中である（図３）。時刻ｔ２において、ピストンは第
二の端部位置に達している（図４）。時刻ｔ３において、制御バルブ５が切り替わり（図
５）、ピストン３は、時刻ｔ４において移動し（図６）、時刻ｔ５において始点位置に戻
る（図７）。
【００３７】
　パルス・デューティ比が、図９のように約８０％に変更された場合、調整シリンダのピ
ストンは、多くの時間（一繰り返し周期の８０％）にわたって第一の端部位置にとどまる
。時刻ｔ７及びｔ９の後、一繰り返し周期の２０％の期間だけ、ピストンは第二の端部位
置の方向に移動する。しかしながら、ピストンはその第二の端部位置まで到達せず、第一
の端部位置から第二の端部位置へと移動している間に、時刻ｔ６及びｔ８において運動が
再び反転し、その後、ピストンは再び第一の端部位置に戻る。したがって、時間平均をと
ると、ピストンは第一の端部位置の僅か前方に位置していることになる。ピストン位置の
時間平均のみが、土壌締め固め機の動作に関係する。従って、このタイプの制御は、移動
速度の制御に十分なものである。ピストンの移動プロセスが端部位置によって制限され、
したがって各サイクルにおいて調整シリンダが所定位置に戻るため、ピストン位置を制御
するためにセンサ等は不要である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】不平衡質量調整装置の移動方向の制御を示す図である。
【図２】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ０）。
【図３】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ１）。
【図４】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ２）。
【図５】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ３）。
【図６】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ４）。
【図７】振動板を有する締め固め機用の制御ユニットを示す概略図である（時刻ｔ５）。
【図８】パルス幅変調信号に応じた調整シリンダのピストン動作の特性曲線を示す図であ
る（パルス／休止比５０％）。
【図９】パルス幅変調信号に応じた調整シリンダのピストン動作の特性曲線を示す図であ
る（パルス／休止比約８０％）。
【符号の説明】
【００３９】
１　不平衡質量軸
２　不平衡質量
４　調整シリンダ
５　制御バルブ
６　調節ポンプ
１０　制御ユニット
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【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】
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